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公正な税制を求める市民連絡会が、２０２０年４月１４日、「コロナウィルス・パンデミック危機における財政に関する緊急提言」を公表
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第１　提言の趣旨
１　コロナウィルス・パンデミックは、世界各国を激しく襲っており、世界大恐慌以来の最大の危機に直面している。今こそ、尊厳ある人
間の生存を支える（憲法１３条）という財政の本来の目的に立ち返り、民主主義に基づき、財政の力を最大限発揮して、この共同の困難に
立ち向かうべきときである。

２　まずは、感染拡大防止のための経済活動抑制に伴う人々の収入減や生活の危機に対処するため、緊急的に、人々の生存を支えることに
最大限注力する必要がある。次に、感染拡大の押さえ込みを確認できた後、経済活動を再開しつつ、人々の生活の建て直しを図り、同時に、
コロナ災害で明らかになった日本社会の脆弱性を見直し、よりよい社会の構築に向けて、中長期的な施策を実行する必要がある。

３　自己責任を強調し、財源不足を理由に社会保障の削減を進めてきた日本政府のこれまでの財政政策の延長では、この危機に到底太刀打
ちできず、社会は破綻へと向かうことから、積極的に財政を投入すべく、これまでの政策の転換が図られなければならない。
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４　財源の確保については、一刻の猶予も許されない緊急時である今、当面、国債発行によりつつ、社会が危機に陥った過去の歴史も踏ま
え、最も打撃を受けている人々にはより少なく、余裕のある富裕者や利益を得ている大企業にはより多くの負担を求めるとともに、人間の
安全保障のため、過去最大となった防衛費５兆３１３３億円を見直して大幅に削減し、コロナウィルス対応へと使途を変更すべきである。

５　政府が緊急事態宣言とともに決定した経済対策は、国が新たに支出する一般会計補正予算が１６兆７０００億円しかなく、１０８兆円
規模の「過去にない強大な規模」であるとの政府の説明とはかけ離れた実態を伴わないものであって、極めて不十分である。その内訳をみ
ても、例えば、

⑴　現金給付策である生活支援臨時給付金（予算規模４兆円）は、世帯を単位とし、世帯主の収入を基準とした収入減少要件を設け、収入
状況を証明する書類を提出して申請することを要件としている。これでは、対象がわかりにくく、平等性に欠け、手続が煩雑で必要な人に
行き届かないから、到底、容認できない。世帯単位ではなく人単位とし、申請手続を不要とし、一人一律１０万円以上の金額を、直接小切
手を郵送するなどの方法により、すべての人に速やかに行き届かせるべきである。その際、DV被害者や外国人など給付金が届かない可能
性がある人々にも確実に届くよう、相談機能とセットにするなど制度的に工夫すべきである。何より迅速性を優先すべきであるから、一定
収入以上の高額所得者については、年末調整等により給付後に返還を受けるなどの方法により調整すべきである。

⑵　政府が発表した個人事業主や中小企業向けの「事業継続給付金」（予算規模２兆３０００億円）は、フリーランス等に配慮した給付で
ある点は評価できるものの、１回限りの給付でしかないことから、フリーランスを含む個人事業主、非正規労働者を含む労働者が、安心し
て仕事を休み、感染から身を守れるようにするため、従前の収入の８割から１０割を、コロナの感染拡大が抑制されるまでの間、継続的に
所得補償する仕組を構築すべきである。

⑶　東京都は、緊急事態宣言を受けて、休業を要請する施設を公表し、休業や営業時間の短縮に協力した事業者を救済する「感染拡大防止
協力金」を創設したが、損失を補償する額としては極めて不十分であるため、要請に応じられない事業者が出るのも当然であり、感染拡大
防止策としても実効性に欠ける。休業ないし自粛要請によって直接・間接に影響を受ける事業者は、感染拡大防止という公共の利益のため
に特別の犠牲を負うものであるから、国の責任で、家賃・地代などの固定費及び損失を補償すべきである。

６　自己責任が喧伝され、格差と貧困の拡大を容認してきた日本社会において、コロナウィルス・パンデミックの影響は、政府の政策によっ
て格差の下層へと追いやられた脆弱な人々の上に最も強く現れている。コロナ災害で顕在化した日本社会の脆弱性を直視し、よりよい社会
の構築に向けて、理念を掲げた中長期的な施策を実行する必要がある。

⑴　無償の教育の実現など、保育、教育、医療、介護等の各分野において、人間の普遍的・基礎的ニーズを充たして人間らしい生活を支え
ることにより、中間層を含む国民全体の受益感を高めつつ、互いに租税を負担し連帯し合う普遍主義への転換を目指すべきである。

⑵　コロナ災害から社会を建て直し、安定した財源を確保して連帯の社会を構築するため、所得税の累進性の抜本的強化・金融所得に対す
る課税強化、法人税の税率の引上げ、租税特別措置の抜本的廃止などによる大企業ほど負担率が低い法人税制の是正、富裕者、大企業によ
るタックス・ヘイブンを利用した税逃れ対策の強化、ＧＡＦＡなど巨大ＩＴ企業への課税強化などを実施し、また、企業の内部留保に対す
る課税、富裕税の創設なども検討されるべきである。

 



第２　提言の理由

１　財政の力で共同の困難に立ち向かうとき
私たち公正な税制を求める市民連絡会は、財政や税制は、本来、経済や一部の大企業等を潤すためのものではなく、社会が直面している共
同の困難に対処し、すべての人が人間らしく生きることを支えること（憲法１３条等）にこそ、その存在意義があると訴えてきた。

コロナウィルス・パンデミックは、今、世界各国を激しく襲っており、何百万という人々が職を失い、何百万という企業が倒産し、世界大
恐慌以来の最大の危機に直面している。

今こそ、財政の本来の目的に立ち戻り、民主主義に基づいて、財政の力を最大限発揮して、この共同の困難に立ち向かい、１人ひとりの人
間の生存を支えるべきときだ。

⑴　二段階の財政出動－①緊急時の生活保障、②中長期的の社会構築
当面、感染の拡大を防止することを最優先とし、人の往来を含む経済活動を抑制し、それに伴う、人々の収入減や生活の危機から、財政の
力を駆使して、人々の尊厳ある生存を緊急的に支えなければならず、それが、国の責任である。

次に、感染拡大の押さえ込みを確認できた後、経済活動を再開しつつ、人々の生活の建て直しを図り、同時に、コロナ災害で明らかになっ
た日本社会の脆弱性に対処し、よりよい社会の構築に向けて、中長期的な施策を実行する必要がある。

⑵　基本理念・目的の明確化
これらの短期、中長期の施策を行うにあたっては、施策を推進する基本理念ないし目的が極めて重要である。理念なき場当たり的な対応を
繰り返してはならない。

重視されるべき理念は、人間の尊厳ある生存の保障（憲法１３条・２５条の価値の実現）、自己責任社会の転換、富裕層・大企業優遇の不
公正な税制の見直し、選別主義から普遍主義への漸進的転換、ジェンダーの視点の重視、様々な分野における社会保障充実の「説明」と
「実践」、社会の分断を克服し互いに支え合う連帯の社会の構築であり、これらは、これまで、私たちが掲げてきた基本理念である。

２　所得再分配の抜本的強化－自己責任では社会は破綻へ向かう

⑴　「自己責任」、社会保障削減方針の転換
コロナ災害に起因する未曾有の危機を乗り越えるため、緊急時及び中長期の施策を通じ、人々の尊厳ある生存を確保することが最も重要で
あり、そのために、休業時の所得補償をはじめ、社会保障を中心とする巨額の財政資金を必要とする。「自己責任」に委ねていては危機を
克服できず社会は破綻へと向かう。財源不足を理由に社会保障の削減を進めてきた日本政府のこれまでの財政政策の延長では、この危機に
到底太刀打ちできないことは明らかであり、積極的に財政を投入すべく政策の転換が必要である。



⑵　財源の確保－大企業等に対する増税をはじめとする所得再分配の強化
第一の財源は、国債である。今は、一刻の猶予も許されない緊急時であり、当面、国債発行によって財源を生み出すしかない。これまで均
衡財政を守ってきたドイツをはじめ、他国も、巨額の国債発行によって財源を生み出そうとしている。

第二の財源は、税である。万能の打ち出の小槌はなく、巨額の借金に無限に依存することはできず、財政を支える基本は、人々が互いに支
え合い、分かち合うための税である。そして、コロナ災害の危機がもたらした経済的損失から社会を立て直すにあたっては、上記基本理念
のもと、まずは、危機によって最も打撃を受けている人々にはより少なく、余裕のある富裕者や利益を得ている大企業にはより多くの負担
を求める必要がある。歴史を振り返ると、戦時には富裕者や大企業は大きい負担を受け持ち、欧米では企業の超過利益や所得税の最高税率
には８０％を上回る税率が課されたときもあり、社会の危機にあたり、余裕のある者に応分の負担を求めることは理にかなっている。

⑶　税の使途の見直し－人間の安全保障
２０２０年３月２７日に成立した２０２０年度予算においては、防衛費は、過去最大の５兆３１３３億円となっている。

コロナウィルスの拡散による経済的被害が続出する中、人間の生活に直結した脅威が何かを直視し、市民の安全を守るために、限られた国
家予算をどこに投資するのかが問われるべきときであり、防衛費を大幅に削減し、コロナウィルス対応に使うべく使途を見直すべきである。

⑷　所得再分配機能の抜本的強化
このようにして財源を確保した上で、各税制の長所・短所を踏まえた適切な税収構成と適切な社会保障給付によって、所得再分配（所得格
差を是正するために、市場で分配された所得を、税と社会保障を通じて再分配すること）を抜本的に強化する必要がある。

３　第１弾の財政出動－緊急時の生活保障
上記のとおり、コロナウィルス感染の急拡大に伴う経済の停滞、仕事の喪失等により、すでに生活の危機に瀕している人々が急増している
ことから、感染拡大の防止、緊急時の生活保障を目的とした、真に大規模な財政出動をして、緊急に、人々の生存を支えなければならない。

⑴　緊急の現金給付について
２０２０年４月７日、政府は、緊急事態宣言を発するとともに経済対策を決定し、「過去にない強大な規模となるＧＤＰの２割にあたる事
業規模１０８兆円の経済対策」「世界的に見ても最大級の経済対策」であると強調した。

しかし、実際は、国が新たに支出する２０２０年度一般会計補正予算は１６兆７０００億円しかなく、実態を伴わない見かけ倒しというほ
かなく、極めて不十分である。

その内訳をみても、例えば、現金給付策である生活支援臨時給付金は、予算規模も４兆円程度でしかなく、世帯を単位とし、世帯主の収入
を基準とした収入減少要件を設け、収入状況を証明する書類を提出して申請することを要件としてる。これでは、対象がわかりにくく、平
等性に欠け、手続が煩雑で必要な人に行き届かないものであって、到底、容認できない。

今、重要なのは、即効性のある支援を、迅速に、平等に、漏れなく、行き届かせることであるから、アメリカなどにならい、世帯単位では



なく人単位とし、申請手続を不要とし、一人一律１０万円以上の金額を、直接小切手を郵送するなどの方法により、すべての人に速やかに
行き届かせるべきである。その際、ＤＶ被害者や外国人など給付金が届かない可能性がある人々にも確実に届くよう、相談機能とセットに
するなど制度的に工夫すべきである。何より迅速性を優先すべきであるから、一定収入以上の高額所得者については、年末調整等により給
付後に返還を受けるなどの方法により調整すべきであり、また、他の所得補償制度が整備されるまでは、随時、追加支給が検討されるべき
である。

⑵　所得補償について
政府が発表した個人事業主や中小企業向けの「事業継続給付金」（予算規模２兆３０００億円）は、フリーランス等に配慮した給付である
点は評価できるものの、１回限りの給付でしかない。フリーランスを含む個人事業主、非正規労働者を含む労働者が、安心して仕事を休み、
感染から身を守れるようにするためには、休業手当制度や失業給付制度の拡充、新たな制度の創設により、雇用保険加入の有無にかかわら
ず、従前の収入の８割から１０割を、コロナの感染拡大が抑制されるまでの間、継続的に補償すべきである。

⑶　休業・自粛事業者に対する損失補償
さらに、東京都は、緊急事態宣言を受け、同月１０日、休業を要請する施設を公表し、休業や営業時間の短縮に協力した事業者を救済する
「感染拡大防止協力金」を創設したが、損失を補償する額としては極めて不十分であるため、要請に応じられない事業者が出るのも当然で
あり、感染拡大防止策としても実効性に欠ける。感染拡大の罪悪感を感じながらも収入を得て生きるために仕事を続けざるを得ない状態に
人を追い込むべきではない。休業ないし自粛要請によって直接・間接に影響を受ける事業者は、感染拡大防止という公共の利益のために特
別の犠牲を負うものであるから、国が、家賃・地代などの固定費及び損失を補償しなければならない（憲法２９条参照）。

⑷　真に大規模な財政出動を求める
他に、中小・零細企業に対する支援、地方自治体に対する財政支援等も重要であるが、上記の点だけをみても、政府の施策は極めて不十分
である。人々が収入の心配から安心して休業することにより感染拡大を防止できるようにするため、緊急時の生活保障のため真に大規模な
財政出動がなされなければならない。

４　第２弾の財政出動－中長期的施策による連帯社会の構築
感染拡大の防止を目的とした緊急対応により感染拡大の押さえ込みを確認できた後、経済活動を再開し、財政刺激によって、雇用を創出し、
経済を正常化に導き、人々の生活の建て直しを図り、連帯の社会を構築することを目的に、第２弾の大規模な財政出動が必要となる。

⑴　露呈した社会の脆弱性
リーマンショック、東日本大震災に続き、今回のコロナ災害により、日本社会の脆弱性があらためて露呈している。

自己責任が喧伝され、格差と貧困の拡大を容認してきた日本社会において、コロナウィルス・パンデミックの影響は、政府の政策によって
格差の下層へと追いやられた脆弱な人々の上に最も強く現れている。いち早く仕事を打ち切られる非正規労働等の不安定な労働、失業給付
や休業補償の水準の低さ・フリーランスなどを対象とする所得補償制度の不存在・ネットカフェ難民を生む貧弱な住宅政策など、セーフ
ティ・ネットの脆弱性。



保健所の削減、ＩＣＵのベッド・人工呼吸器・医療従事者などの不足、その背景にある国立病院の統廃合計画など医療の脆弱性、公務員削
減などを背景とする官僚機構の脆弱性。

高騰した学費や生活費をアルバイトで補っている学生の現状と高等教育のあり方。自己責任社会で貯蓄もなく感染リスクがあっても働かざ
るを得ない人々、いち早く現金給付や所得補償がされる他国との違い、助けない政治。

このようなコロナ災害で顕在化した日本社会の脆弱性を直視し、よりよい社会の構築に向けて、理念を掲げた中長期的な施策を実行する必
要がある。

⑵　普遍主義への漸進的転換
私たちは、「普遍主義」の重要性を強調し、平時から人間の普遍的・基礎的ニーズが充たされる、危機に強い社会の仕組みの構築を提言し
てきた。

所得制限等によって、一部の困窮者等を選び出して社会保障給付の対象とする「選別主義」は、対象となる者とならない者との間に分断や
対立を生じさせ、租税抵抗を高め、市民の連帯を喪失させ、憲法１３条・２５条の価値を実現するために必要な強靱な財政の構築を阻害す
る。

そこで、コロナ災害による社会の危機を転機として、所得の多寡などによって給付の対象者を選別せず、より広く普遍的に給付の対象とす
る普遍主義への転換を図り、無償の医療、無償の教育制度のように、保育、教育、医療、介護等の各分野において、人間の普遍的・基礎的
ニーズを充たして人間らしい生活を支えることにより、中間層を含む国民全体の受益感を高めつつ、互いに租税を負担し連帯し合う社会へ
の転換を目指すべきである。

⑶　安定した財源の確保による連帯社会の構築
普遍主義の実現には安定した財源の確保が不可欠であり、税制における所得税・法人税の度重なる減税、消費税の増税、所得税の分離課税
の問題やタックス・ヘイブンを利用した税逃れなど不公正な税制、社会保険・公債への依存等が是正される必要がある。

そして、危機によって最も打撃を受けている人々にはより少なく、余裕のある富裕者や利益を得ている大企業にはより多くの負担を求める
ため、次の諸施策を実施していくべきである。

所得税については、累進税率を思い切って強化し、所得１億円を超えると税負担率が低下する逆累進構造を是正するため配当所得など金融
所得に対する課税を強める。

法人税については、税率を引上げ、租税特別措置の抜本的な廃止などによって大企業ほど負担率が低い法人税制を改革すべきである。

企業の内部留保に対する課税、第２次世界大戦後に一時導入された歴史のある富裕税を創設し一定規模以上の資産に課税することも検討さ
れるべきである。

富裕者、大企業によるタックス・ヘイブンを利用した税逃れを封じる。

ＯＥＣＤが主導し、１３０数か国が参加して取り組まれている、デジタルに課税する国際課税ルールの創設や、税の引き下げ競争に歯止め



をかける国際的な取り組みを成功させるために、日本が役割を果たすべきである。もし、この国際的な取り組みがアメリカや巨大ＩＴ企業
などの圧力によって頓挫させられるようであれば、ＧＡＦＡなど巨大ＩＴ企業に課税する、わが国独自のデジタル課税を創設すべきである。

現在の再分配効果が低い税と社会保障の構造は、所得税及び法人税の減税、消費税の増税、社会保険への依存、公債の累積等の相互の連関
によって形成されている。消費税には高い税収調達能力がある一方で逆進性の弊害があるが、私たちが標榜する基本理念を具体化する税や
社会保障の個別の政策を検討するにあたっては、不公正な税制のあり方を是正しつつ、税と社会保障給付の相互の連関を考え、各税制の長
所・短所を踏まえた適切な税の組み合わせを検討し、全体として所得再分配効果の高い制度を構築することを目指すべきである。

以　上

非正規会議「新型コロナウイルスによる影響についての緊急アン
ケートの回答を受け、提言をまとめました」
非正規労働者の権利実現全国会議からの要請に基づき、当事務所のホームページでもお願いいたしました「新型コロナウイルスによる影響
についての緊急アンケート」の回答を受けて、非正規労働者の権利実現全国会議が下記の提言をまとめました。詳細は、非正規労働者の権
利実現全国会議のホームページをご覧ください。

提言

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
財務大臣 麻生 太郎 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
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当全国会議では、３月１８日から、非正規雇用労働者及びフリーランスの方
を対象に、インターネットを通じて新型コロナウイルス感染症の拡大による仕
事・雇用への影響についてのアンケートを実施し、雇用、生活をめぐる状況を
把握してきました。
このアンケートには、規模や方法で大きな限界がありますが、同アンケート
には、３月３１日までに２７２件の声が寄せられました。
これらの寄せられた声から、自営業者、中小零細業の労働者、非正規雇用（有
期雇用、派遣労働、パート、アルバイトなど）、請負・委託など雇用でない形態
での就業者（以下、「フリーランス」）が新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、雇用・仕事を失い、これらの方やその家族の生活が脅かされていること、
また日々の業務においても感染の危険にさらされたり、より一層の過重労働に
よって健康を脅かされていることの一端が明らかになっています。
そこで、これらのアンケートに寄せられた声を踏まえて、当全国会議では、
政府に対し、以下の提言を行います。

第１ 提言内容
１ 非正規雇用労働者・フリーランスの雇用・仕事を守ること
（１）雇用の継続 解雇・濫用的雇い止め禁止
経営者・使用者による安易な解雇、雇い止めを厳しく規制すること。特
に、派遣切り、非正規切りなど、弱い立場の労働者が雇用を失い、生活の
保障を無くさないような法規制を含め、非常時に対応する特別措置をとる
こと。
（２）雇用における休業補償
経営者・使用者に対し、賃金全額相当の休業手当を支払うよう指導する
とともに、政府は、企業の支払う休業手当が全額相当でないときまたは休
業手当を支払わないときは上乗せして１００％の補償をする特別の措置
をとること。とくに、勤務時間・シフトの削減なども「使用者の責による
休業」であり、本来は、民法５３６条２項に基づく賃金支払義務（少なく
とも労基法２６条に基づく休業手当支払義務）があることを企業（使用者）
に徹底させること。
（３）フリーランスに対する契約打ち切りの制限、休業（所得）補償
フリーランスに対する安易な契約解除・打ち切りを制限する特別措置を
とること。また，仕事を失ったフリーランスに所得補償の特別措置をとる
こと。
（４）特に被害の大きい業種についての特別の措置
観光、旅行、イベント、飲食、旅客運輸などの仕事の打ち切り、キャン
セルが格段に多く被害の大きい業種を特定し、雇用安定を図るための格段



の特別措置をとること。
２ 職場における労働者の安全・健康確保
（１）医療、介護、福祉、教育などの業種についての特別の措置
医療、介護、福祉、教育など対人サービスに従事する人が、感染の危険
を避けて安全に働けるように、これらのサービス従事の現場では、①経営
者に対して感染症対応の安全管理を徹底させること、②安全確保のための
必要な物資（マスク、消毒剤、防護服など）の提供、③人員確保支援など、
働く人の生命・健康を最優先する特別措置をとること。
（２）非正規雇用の労働者も含めた全労働者に対する安全確保措置の実施
働く現場での安全確保措置について、経営者（派遣元・元請事業主を含
む）が、非正規雇用労働者と正規雇用労働者との間に不合理な待遇差を設
けることがないように厳しく規制すること。
３ 非正規雇用労働者及びフリーランスを対象とする本格的実態調査の実施
政府として、最も深刻な被害を受ける非正規雇用労働者やフリーランスな
どを対象に本格的な実態調査をすること。

第２ 提言の理由
１ 提言１について
（１）雇用維持・確保を徹底させる必要性
政府は、厚生労働大臣名義で、経済団体（使用者団体）に対する雇用維
持の呼びかけを行いましたが、きわめて弱い要請に過ぎません。
感染者が急激に増えた欧州諸国では、政府が、企業に雇用継続を求める
措置を出しています。特にイタリアは６０日間の解雇禁止措置に踏み出し
ています。政府は、雇用調整助成金支給要件改善や企業向け特別融資を実
施していますが、こうした公的助成を受ける企業には解雇禁止の要件を付
すことが必要です。
アンケートでは、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇や雇い止
めを受けたり、退職勧奨（強要）された労働者の声が寄せられています。
特に、非正規雇用労働者は、元々、継続雇用の保障が十分になされていな
い不安定な働き方であり、正規雇用以上に、雇用を失うことが多くなって
います。特別な規制・措置を行い、雇用維持・確保を徹底させる必要があ
ります。
具体的には、原則として新型コロナウイルス感染症（感染やその危険等）
及びその影響（客足の減少や事業の縮小等）を理由とする雇い止め、内定
取り消しを禁止すること、また、労働者からの相談を無料で受けるための、
労働者支援の公的行政体制を整えること、また、濫用的な雇い止めをさせ
ないために、雇用継続を要件に経営者を財政的に支援することなどが必要



です。
【アンケートの声】
〇アパレル関連の販売に従事するアルバイトの女性。営業時間の短縮、勤
務店舗の閉店のために、自宅待機・勤務時間減少、そして雇い止めに遭っ
た。収入が減少したが、転職先を探そうにもどこも同じような状況で求人
があるのか、採用されるのか心配（北海道、３０代、女性 No.４）
〇旅行・観光業のパートタイマー・アルバイト。全社休業につき非正規パ
ート全員解雇（神奈川県、３０代、女性 No.２３７）
〇不動産業の契約社員。呼び出しされた翌日から契約満了まで自宅待機命
令。満了後契約終了。（千葉県、３０代、女性 No.２７０）
（２）雇用における休業補償の必要性
アンケートでは、仕事の減少を理由に自宅待機を命じられたり、勤務
時間・シフトを減らされ、収入が減少したという非正規雇用労働者の声
が寄せられています。
労働者にとって賃金は生活の糧であり、賃金が減少することより、その
労働者・その家族の生活が脅かされることになります。
本来、事業者の判断で休業を行った場合には（不可抗力の場合を除いて）
休業手当を支払う義務がありますが、このような場合に休業手当が支払わ
れていない事例が散見されます。したがって、まずは企業に休業手当を支
払うべき場合にきちんと支払わせるよう指導する必要があります。なお、
新型コロナウイルスに便乗して、休業すべきかどうかを十分検討せずに自
宅待機を命じたり勤務時間数を削減したり、ひいては解雇・雇い止めをす
ることは違法であり、その場合には休業手当ではなく民法５３６条２項に
基づいて１００％の賃金を支払う義務がありますので、事業者及び労働者
にその点を周知する必要があります。
休業手当に関しては、厚生労働省が公表している「新型コロナウイルス
に関するＱ&Ａ（企業の方向け）令和２年３月３０日時点版」問５に「労
働基準法第２６条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、
使用者は、休業期間中の休業手当（平均賃金の１００分の６０以上）を支
払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可
抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。」
「具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け
事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依
存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての
休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると
考えられます。」とあります。具体例が示されてはいるものの、新型コロ
ナウイルス感染拡大を一律に「不可抗力」と解して休業手当を支払わない



事業者もあると思われます。また、真に「不可抗力」で休業手当の支払義
務がない場合、その負担は労働者が負うことになります。非正規雇用労働
者は普段から低賃金で働き預貯金も十分でない人が多く、毎月得られるは
ずの賃金が得られないことは、生活困窮に直結します。労働者に「不可抗
力」による負担を負わせるべきではありません。
さらに、休業手当は、本来の賃金の６割に過ぎない（正確には６割以上
支払う義務ですが、多くの場合６割しか支払われません）ため、もともと
正社員との賃金格差があり、低賃金が横行している非正規雇用の労働者に
とっては休業手当だけでは生活できないおそれがあります。
そこで、政府が労働者に対し、休業手当に上乗せして、又は休業手当が
支払われない場合でも、１００％の補償をするための特別の措置をとる必
要があります。
また、非正規雇用労働者は時給や日給で働いている場合が多く、勤務時
間・シフトの削減による収入減少は、休業手当のみで解決することはでき
ません。このような非正規雇用労働者に対して迅速かつ特別の所得補償を
行う必要もあります。
この点、日経新聞（２０２０年３月２６日）によれば、米欧では、雇用
危機回避のために、失業給付や賃金補填を拡充しています。米国は「解雇
された人に４ヵ月の休業補償」、ドイツは「休業・時間短縮にともなう賃
金減の６０％などを政府が補填する制度の要件緩和」、フランスは「休業
中の政府補填額を２ヵ月間、最低賃金から原則全額に拡大」、英国は「休
業を強いられる従業員の給与の８０％を３ヵ月間、政府が肩代わり」、イ
タリアは「休職か時短勤務になっている人に給与の８０％相当を支給」、
スペインは「一時的解雇した従業員への手当の給付条件を緩和」などの緊
急の導入が相次いでいます。なお、韓国では、京畿道とソウル市で、漏れ
なくすべての住民を対象とした「災害基本所得（ベーシックインカム）」
の支給を決め、政府の措置で同様な所得補償をすることが議論されていま
す。
【アンケートの声】
〇イベント会場施工のアルバイト。コロナによるイベントの減少により正
社員を優先するために、２月末から４月末までアルバイトは自宅待機とな
り仕事がなくなった。約２か月間収入がなくなった（大阪府、２０代、女
性 No.１１）
○小中学校向け塾講師。小中学校の休校に合わせ３／４～３／１３の間の
授業がなくなり、必然的に合計５コマ(約９時間)休まざるを得なくなった。
３月分のパート収入がほぼ半減する見込み。（埼玉県、２０代、女性、№
４５）



○製造業補助。元々停滞していた仕事量は、夏あたりに上昇すると言われ
ていたが、コロナにより一層低下し、帰休が増えた。社員には８割の給与
があるがパートには何もない。（愛知県、４０代、女性、№５０）
○飲食店のホールスタッフ（契約社員）。客足激減の為正社員以外は２０
日間の出勤停止。来月の手取りが半額以下になる見込みで、家賃光熱費等
の支払いが足りない。元々貯金する程の手取りも貰っていないので貯金も
なく、来月以降の生活を考えると涙が出てくる。（埼玉県、２０代、女性、
№６６）
（３）フリーランスに対する契約打ち切りの制限、休業（所得）補償
アンケートでは、仕事のキャンセル・契約解除されたが、現在の状況で
は、別の仕事もなく、いくら個人的に努力をしても仕事を見つけることが
できないというフリーランスの声が目立っています。
フリーランスにとって仕事の報酬は生活の糧であり、これが減少するこ
とにより、その方やその家族の生活が脅かされることになります。仕事が
キャンセルされたり契約解除されたりしても、労働法のルールではなく民
法のルールによって解釈されるため、雇用による労働者に不十分ながら認
められている補償すらありません。アンケートにも悲痛な声が寄せられて
います。
まずは、フリーランスに対する新型コロナウイルス感染症及びその影響
を理由とした安易な契約解除・打ち切りを制限する特別措置をとる必要が
あります。
また，政府は、フリーランスに対する所得補償については、子どものい
るフリーランスに限定して、休校要請に基づき休んだ日についてのみ、労
働者の約半額である１日４１００円の補償しかしません。このような補償
では、極めて不十分です。フリーランスやその家族の生活を保障するため
には、仕事を失ったフリーランス全員に対して、迅速かつ特別な所得補償
の措置をとる必要があります。
世界的には、新型コロナウイルス感染症の流行拡大による休業に対して、
労働者（被雇用者）に対する賃金補填以外に、自営業者への緊急支援の必
要が指摘され、実施されようとしています。例えば、イギリス財務相は３
月２６日、「コロナウイルス自営業収入支援スキーム」として、この間、
収入を失った個人事業主を対象に所得の８割相当額を１カ月最大２５０
０ポンド（約３２万円）まで給付金を６月から始まり３か月分一括支給す
ることにしたと報じられています。
【アンケートの声】
〇フリーランスの音楽教室講師。３週間レッスン休講。今後の再開は政府
見解次第。３月は無給となりそう（神奈川県、４０代、女性 No.１２）



〇資格試験の試験監督など、フリーランスで働いている女性。ウイルスの
影響で試験実施に影響が出て中止になり、請負契約による仕事がキャンセ
ルされた。来月の収入減少が怖い。仕事に応募しても採用されない。（千
葉県、４０代、女性 No.７６）
〇出版関係のフリーランスで漫画・イラストレーターの仕事をしている女
性。仕事のキャンセル＝請負・委託の解除に遭った。子どもが家にいるた
め働けない。テレワークの夫、休校での子どもがいること、もし感染した
ときに備える準備などで、働く時間が変更・減少している。子どもは外遊
びが必要な年齢だが、安全な所を探すのが難しい（神奈川県、４０代、女
性 No.１）
〇グラフィックデザイナーでフリーランスで働く男性。イベント広告等が、
校了直前のイベント自粛で保留状態になった。（東京都、４０代、男性 No.
２）
〇インストラクターのフリーランス。スタジオ内消毒のため、と急に店が
休みになり、仕事がキャンセルされた。こちらの都合ではないので、何か
の保証はないかと問い合わせしたが、とくに報酬を支払う予定はないと言
われた。（神奈川県、４０代、女性 No.８９）
〇翻訳・通訳のフリーランス。学会・国際会議・海外からの商談・講演会
などがキャンセルになり、通訳がキャンセル、翻訳の依頼が激減（兵庫県、
５０代、女性 No.２０９）
〇イベントＭＣのフリーランス。土日、祝日のイベントＭＣ現場が３月は
８本キャンセルに。（埼玉県、４０代、女性 No.２２１）
〇演奏家、ピアノ講師のフリーランス。大きなものからイベントのキャン
セルが相次ぎ、小さなものもライブハウスが自粛。生徒は高齢の家族がい
る人はレッスン退会。終息の気配もないため新規入会も見込めず。（東京
都、４０代、女性 No.２４３）
（４）特定の業種に対する特別の措置の必要性
観光、旅行、イベント、飲食、旅客運輸などの業種で、仕事の打ち切り、
キャンセルが格段に多くなっています。これらの業種では、元の状態に戻る
見込みも立たず、状況はきわめて深刻です。雇用の危機が労働者にしわ寄せ
される危険が高まっています。こうした深刻な業種を特別に指定し、雇用安
定のための特別措置を、迅速かつ財政的な根拠をともなってとるべきです。
【アンケートの声】
〇イベント会場施工のアルバイト。コロナによるイベントの減少により正
社員を優先するために、２月末から４月末までアルバイトは自宅待機とな
り仕事がなくなった。約２か月間収入がなくなった（大阪府、２０代、女
性 No.１１）



〇音楽演奏家・指導者のフリーランス。殆ど全ての仕事がキャンセルされ、
収入がほぼ０です。（愛知県、４０代、男性 No.１０）
〇飲食業の契約社員。テレワーク、自宅待機・勤務時間の減少。同僚が出
社できなくなり、事務所の頭数が減り電話対応などが滞った（東京都、５
０代、女性 NO.９）
〇飲食業で給仕、配膳、接客などのパート。宴会予約のキャンセルにより、
出勤日数減。（静岡県、３０代、女性 No.７）
〇飲食業でホールスタッフのアルバイト。週５勤務から週３勤務になり、
自宅待機・勤務時間減少で収入減（千葉県、３０代、男性 No.８）
〇スポーツ・イベントの仕事を自営。キャンセルが続き、仕事が３ヶ月な
いため、日雇バイト生活。会社自体もあぶなく、無収入。給付金と給与補
償を希望（埼玉県、３０代、男性 No.６）
〇車内販売サービスのパートタイマー・アルバイト。コロナウィルス対策
の為の販売列車削減がされています。社員は給料が毎月保障されています
が、パート、アルバイトは、コロナウィルスが理由で、世間もこのような
状況だからという事で、休業補償なしで休みを多く取ってもらうよう指示
がありました。労働組合もない会社なので、意見を言う場所もありません。
毎月の休みは選べず、仕事内容も社員と全く同じですが、昔から、緊急時
の安全確認の電話は、パートアルバイトには必要がないなども含めてかな
りの待遇の差別がありました。（神奈川県、３０代、女性 No.１５７）
〇舞台スタッフのフリーランス。舞台スタッフで一番わかりやすい雇用形
態は日雇い労働です。３月いっぱいの仕事(舞台演目)、および５月いっぱ
いの仕事(演劇祭)が政府からの自粛要請を受け、それぞれ公演中止、時期
未定延期になりました。よってその期間の収入がありません。フリーラン
スの舞台スタッフは仕事がある時とない時が時期によってまちまちで、も
ともと４月は現場数の少ない月でしたから、補填にはなり得ません。これ
により無くなった収入は約７０万円程です。現時点での影響で７０万不足
しているので来年の住民税のことを考えると頭がいたいです。（京都府、
３０代、女性 No.１６９）
〇ホテル客室清掃のパートタイマー・アルバイト。ホテルの利用客が激減
して清掃する部屋数が減ったので勤務時間が減ったり、休みが増えた。今
はまだ有給があるのでそこまでではないが、４月以降、有給を消化しつく
したら給料が半分近くしか補償されないので大変。（愛媛県、４０代、女
性 No.２０８）
〇ホテル・婚礼配膳の派遣社員。週５、６日フルタイムから週１日６時間
程度に時間数が減少した（奈良県、２０代、男性 No.２１５）
〇ＩＴ情報サービス業の派遣社員。社員はテレワーク、派遣社員は全員テ



レワーク不可とのことで休業扱い（給与補償６割）（東京都、３０代、女
性 No.２６９）
２ 提言２について
（１）医療、介護、福祉、教育など、感染の危険がある対人サービスに従事す
る人の安全、健康維持を守るための特別な措置の必要性
これら分野で働く人々は、感染の危険に露出される仕事を担当しており、
実際に感染した人も出ています。もし、これらの業務に従事する人に感染
が広がれば、中国や欧州諸国のように、医療、介護、福祉、教育そのもの
が崩壊する非常事態になりかねません。
また、これら分野は、平時でも人手不足のために、長時間労働など過酷
な労働条件で働いており、過労死の事例も問題になっています。今回の新
型コロナウイルス感染症対応のために一層、長時間労働を強いられ、危険
と過労に苦しむことになっています。これら分野の労働者支援が必要です。
そのためには、大胆な財政支出に基づいて人員を大幅に増やして過労で倒
れる人が出ないようにする必要があります。
【アンケートの声】
○介護職の契約社員。マスク、消毒液の不足。職員不足。職員不足は慢性
的だが、感染症対策で職場は緊張感が高まっている。（栃木県、４０代、
男性、№１５０）
○医療・福祉現場で調理を担当する契約社員。消毒や衛生管理等、業務の
増加。感染防護はとても十分に行えず、絶望的に運任せ（東京都、４０代、
男性、№１５３）
○医療現場で医療機材などの仕訳を担当。医療機関は今回の事象により、
より一層の院内の消毒や感染対策などの負荷が増え、医療用マスク、消毒
用品などの入荷遅延、在庫不足などに不安が生じている。（千葉県、６０
代、男性、№１８９）
○高齢者介護施設で生活援助を行う派遣社員。休校措置や体調不良で働け
なくなった職員の分、一日の勤務内容の負担が重くなった。（東京都、５
０代、男性、№２２５）
（２）感染防止措置などの安全確保措置を行うに当たって、非正規雇用の労働
者について、正規雇用の労働者との間に不合理な待遇差を設けることがな
いよう厳しく規制する必要性
使用者は、当然のことながら、正規雇用に対してのみならず、非正規雇
用の労働者に対しても、その生命・身体等の安全を確保しながら労務を提
供できるよう配慮する義務を負っています。
しかし、現在、通勤中の感染を防ぐためのテレワークへの移行措置につ
いて正規雇用の労働者のみを対象に行うなど、感染防止措置などの安全確



保措置を行うに当たって、正規雇用・非正規雇用で労働者間に不合理な差
を設ける企業が見受けられます。
このような差別的な措置は、非正規雇用の労働者の生命・身体の安全を
危険にさらすものであり、これを厳しく規制する必要があります。
【アンケートの声】
○小売業でＯＡ事務を行う派遣社員。社員のみリモート、派遣は通常出勤。
毎日感染リスクのある満員電車で通い、精神的な疲労感はあります。８０
代の両親と同居なので。（東京都、４０代、女性、№１８２）
○営業事務を行う派遣社員。時差出勤にしても、自宅勤務にしても、派遣
は対象外。（東京都、４０代、女性、№１９３）
○物流管理を担当する派遣社員。正社員のみテレワーク。派遣は対象外。
派遣のみ出勤してる部署あり。雇用形態で差別。（東京都、５０代、女性、
№１９９）
３ 提言３について
上記で述べた様々な措置をとり、働く人の雇用と仕事、その安全を確保す
るためには、まずはこれらの人々の実態を把握する必要があります。
当全国会議が行うアンケートや他の民間のアンケートでは、その規模や方
法で大きな限界があります。
したがって、政府が先頭にたって、最も深刻な被害を受ける非正規雇用労
働者やフリーランスなどを対象に、本格的な実態調査を行い、その実態を把
握する必要があります。
以上

全国一斉4/18-19「コロナ災害を乗り越える－いのちとく
らしを守る なんでも電話相談会」（フリーダイヤル）のお知らせ
（拡散のお願い）
「コロナ災害を乗り越える　いのちとくらしを守る なんでも電話相談会～住まい・生活保護・労働・借金 etc…～」

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、消費者・事業者を問わず、家計における生活資金が逼迫、枯渇する現象が多数生
じています。
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このため、全国の弁護士、司法書士、労働組合、諸団体が連携して、下記のとおり開催いたします。お気軽にご相談ください。

【日　　時】　4月18日（土）・4月19日（日） 両日ともに午前10時～午後10時
【電話番号】　０１２０－１５７－９３０（フリーダイヤル）
　　　　　　　　全国どこから架けても無料でつながります。
【相 談 例】・コロナウイルスによる営業不振を理由に雇い止めされた
　　　　　　・生活費が尽きたので、今すぐ生活保護を受けられるか
　　　　　　・収入が減ったので、来月の家賃が払えそうもない
　　　　　　・何か経済的な保障に関する制度を教えてほしい
　　　　　　・その他、様々な支払いができなくなるので不安である
【主　 催】コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会実行委員会
　　　　　　全国２５都道府県、７６回線（４月１０日現在）
　　　　　　埼玉は、反貧困ネットワーク埼玉（連絡先：弁護士猪股正　048-862-0355/埼玉総合法律事務所）など





埼玉弁護士会　死刑廃止に関する総会決議
埼玉弁護士会が、２０２０年３月２６日、死刑廃止に関する総会決議を採択しましたので、ご案内させていただきます。

第１　決議の趣旨
政府及び国会に対し，すべての死刑確定者に対する執行を即時に停止し，死刑を廃止するための法的措置を直ちに講じることを求める。

第２　決議の理由
１　日本国憲法と死刑
⑴　最大判１９４８年３月１２日（以下「４８年最判」という）が死刑について合憲判断を示して以降，死刑が日本国憲法に抵触するとし
た裁判例はない。しかし，この４８年最判は，日本国憲法施行からわずか１０か月余り経過した時点のものであった。そして，４８年最判も
「生命は尊貴である。一人の生命は，全地球よりも重い」と述べており，また，その理由中には「（憲法が）未来永劫死刑を永久に是認し
たものとは考えられない」という補充意見もあった。

その後さらに７０年以上の年月が経過し，基本的人権に対する認識や理解が一層深化し発展した今日においては，以下の諸点で示すとおり，
従前の死刑に関する最高裁の憲法判断は見直されなければならず，死刑という刑罰は日本国憲法に適合しないというべきなのである。

⑵　憲法１３条前段は，「すべて国民は，個人として尊重される」と規定し，そこでは，具体的な生きて存在する個人を人間社会における
価値の根元とする「個人の尊厳」原理を表明している。そもそも，個人は多様性を本質とし，個人の尊厳原理はそのような諸個人をその個
性のままに尊重することを要請するものであるから，いかなる個人であろうとその存在に価値が認められるべきなのである。

死刑は，ある特定の個人に限ってその存在することを否定し，その全存在を失わせてしまう刑罰であるから，この個人の尊厳という日本国
憲法の核心原理に適合しないものといわねばならない。

⑶　しかるに４８年最判は，憲法１３条後段の「公共の福祉という基本的原則に反する場合には，生命に対する国民の権利といえども立法
上制限乃至剥奪されることを当然予想しているものといわねばならぬ」，それは「個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せ
しめ，結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認したもの」などという。

しかし，この４８年最判の根底には上記のとおり個人よりも全体が優位するという全体主義的思考があり，それは憲法１３条前段の個人の
尊厳原理からは到底受け入れられないものである。

そもそも，憲法１３条後段の「生命・・・に対する権利」（以下「生命権」という）について改めて考えると，生命権の剥奪は他のすべて
の人権の剥奪を必然的にもたらし，その意味で生命権は他の諸人権享有の大前提となる根元的人権であることが明らかとなる。そのような
観点に立つと，生命権を「公共の福祉」によって制約できるとすれば，それは，他の諸個人の生命権との間の衝突を調整するために必要不
可欠な場合以外にはないこととなる。

しかも，４８年最判は，上記判示に先立ち「死刑の威嚇力によつて一般予防をなし，死刑の執行によつて特殊な社会悪の根元を絶ち，これ
をもつて社会を防衛せんとした」として，社会防衛を死刑による個人の生命権制約論拠とさえしていた。しかし，そもそも，再犯を防止し
て他の個人の生命権を保護するという特別予防の点は死刑以外の刑罰によってこれを達成できることが明らかである。また，死刑の威嚇力

https://saitamasogo.jp/archives/86595
https://www.saiben.or.jp/proclamation/view/1163%22


によって重大犯罪を抑止して，他の個人の生命権を保護するという一般予防の点については，後に詳述するとおり死刑の存在によって重大
犯罪抑止効果があることはこれまで実証されていないのである。

以上から，死刑という刑罰が「公共の福祉」による生命権の制約として妥当し得ないことは明らかになったといえる。

したがって，死刑は憲法１３条後段に反する刑罰というべきなのである。

⑷　また，４８年最判は，「憲法３１条によれば，国民個人の生命の尊貴といえども，法律の定める適理の手続きによって，これを奪う刑
罰を科せられることが，明らかに定められている」などという。

しかし，憲法３１条の「何人も，法律の定める手続によらなければ，その生命・・・を奪はれ・・・ない」という規定文言からは，適正な
法律上の手続なく個人の生命を奪ってはならないということが導きだされるにとどまる。少なくとも，本条が生命を奪う死刑という刑罰の
科せられることを明らかに定めた規定とはいえないであろう。

むしろ，４８年最判の上記のごとき「反対解釈」に対しては，「国家からの自由」（国家権力からの生命・自由の確保）を人権保障の本質
とし，且つ，生命権を諸自由の前提・根元とする観点からすると，上記「法律の定める適理の手続」の実質こそが問われるべきことになる。
この点，これまでの日本の刑事手続には死刑判決が想定ないし危惧されるような「死刑事件」や死刑確定後における手続保障が不十分極ま
るという近時の問題提起は重要といえる。そこでの具体的な制度改革提案は，検察官による早期の死刑求刑事件明示，事実認定手続と量刑
手続の二分，死刑の量刑基準明確化，死刑評決の全員一致制，死刑判決に対する自動上訴制度，死刑判決確定後の様々な執行回避活動の保
障など傾聴すべきものである。そして，これらの提案の多くはアメリカの死刑事件における「超適正手続」を参考にしたものであろうが，
日本の現行刑事手続制度のもとで死刑判決や執行を受けることの根本的な問題性を剔抉するものといえる。それはまさに，日本の刑事手続
において４８年最判のいう「適理の手続」が無きに等しいことを明らかにしたものである。この点からして，４８年最判の上記のような
「反対解釈」はその前提を欠くものといわねばならない。

のみならず，たとえ死刑事件について上述のように特別な手続保障が構築されたとしても，それをもって直ちに誤判・えん罪が今後一切生
じないとはいい難い。それは，死刑事件の「超適正手続」を構築してきたアメリカにおいてもなお，その誤判を絶無とするに至っていない
ことが示している。およそ人間が行う裁判には誤りが不可避といわざるを得ない。そして，何より，死刑という刑罰は，その執行により，
えん罪被害者本人の誤判からの救済の途を永遠に閉ざすものである。このように，死刑事件にあっても誤判が避け難く，死刑執行後におけ
るえん罪被害者本人の救済方法がないということは，かような刑罰制度について真に「適正」な手続を見出すことはおよそ無理だといわざ
るを得ない。

そうだとすると，死刑は憲法３１条の適正手続保障に違背する，若しくは，少なくともその趣旨に悖る刑罰ということになる。

したがって，憲法３１条を死刑の根拠とした４８年最判の判断は直ちに見直されるべきである。

⑸　死刑の「絞首」という執行方法はもとより，死刑の執行が尊厳の主体たる個人の全存在を現実に失わせるものであることを直視すれば，
死刑こそが（最大判１９４８年６月３０日のいう）「人道上残酷とみとめられる刑罰」の最たるものといえるであろう。

死刑は憲法３６条が禁じる「残虐な刑罰」というべきなのである。



⑹　憲法の恒久平和主義原理は，戦争を放棄し，戦争のために用いられる戦力の保持を禁止する（憲法９条）とともに，諸個人が「恐怖と
欠乏から免れ，平和のうちに生存する権利」を有することを確認している（憲法前文）。それは，この原理が個人の生命権を何にも増して
尊重しようとしていることの現れといえる。かように徹底した生命権尊重に立つといえる恒久平和主義からは，対外的な戦争の場面のみな
らず，対内的な刑罰の場面においても国家が個人の生命権を剥奪することが容認されるとは考え難い。

したがって，少なくとも死刑は憲法の恒久平和主義原理にそぐわないものといわざるを得ない。

⑺　よって，死刑は憲法の上記関係諸規定に抵触し，あるいはそれらの趣旨と整合しない刑罰というべきなのである。

２　死刑に重大犯罪抑止効果があるとはいえない

⑴　死刑廃止国において，死刑廃止の前後を比較して廃止後に重大犯罪が増加したということは実証できない。実際，１９７６年に死刑を
廃止したカナダや１９８１年に廃止したフランスの統計でも，廃止前後を通じて殺人発生率に大きな変化は見られない。

　世界各国との比較において日本は殺人事件の少ない国といえ，２０１０年の統計では，殺人認知件数が年間１０６７件で，人口１０万人
当たりの殺人発生率は０．８３であった。しかし他方で，同年の統計における殺人発生率をみると，発生率の低い順にオーストリア
０．５６，ノルウェー０．６８，スペイン０．７２となっており，これらはいずれも死刑廃止国である。このように，殺人などの重大犯罪
の発生と死刑存廃との間に相関関係は認められない。

⑵　近時，日本において，死刑の犯罪抑止効果に関して研究が行われた。同研究は，①年間の殺人件数ではなく，月間の殺人件数に着目し，
②殺人と強盗殺人を分けた統計データを用いて，死刑判決後や死刑執行後にこれらの犯罪の認知件数の減少が起こるかを分析したものであ
る。その結果，死刑判決・死刑執行には殺人や強盗殺人に対する抑止効果がみられないと発表されている。

⑶　以上に照らすと，死刑を存置することによって重大犯罪を抑止することはできず，いわゆる一般予防効果が死刑存置の理由とならない
ことは明らかである。

３　誤判・えん罪の観点

⑴　えん罪の歴史

日本では，１９８０年代に死刑確定者が再審無罪となった事件が４件も続いた。免田事件（熊本地八代支判１９８３年７月），財田川事件
（高松地判１９８４年３月），松山事件（仙台地判１９８４年７月）及び島田事件（静岡地判１９８９年１月）である。死刑確定者が再審
請求中に獄死した名張毒ぶどう酒事件については，１９６４年１２月の一審無罪判決に加え，２００５年４月には，一審を破棄して死刑と
した名古屋高裁自身が一旦は再審開始を決定しており，えん罪の可能性を強く疑わせる。また，袴田事件について静岡地裁は，２０１４年
３月，再審の開始と死刑の執行及び拘置を停止する決定を出した。なお，２０１８年６月，東京高等裁判所は再審開始決定を取り消したが，
拘置を停止する決定は維持したまま現在特別抗告審で審理中である。

１９９０年以降発生の死刑判決もあり得た重大事件に目を向けると，足利事件では，無期懲役刑確定の後の再審請求審において事件発生当
時のＤＮＡ鑑定の杜撰さが明らかとなり，その後の２０１０年３月に再審無罪となった。東電社員殺人事件では，一審無罪判決後の控訴審
無期懲役刑が確定した後，２０１２年１１月に再審無罪となった。東住吉事件では，２００６年１１月の無期懲役刑確定の後，２０１６年



８月に再審無罪となった。

⑵　誤判根絶の困難・不可能性

このように，戦後間もない時期に発生した免田事件などにとどまらず，１９９０年代に発生した重大事件についても，最近になって誤判で
あったことが明らかとなっている。ＤＮＡ鑑定などの科学技術を利用した捜査手法がいかに進展しようと，人間が裁判を担う以上，誤判・
えん罪の発生を絶無にすることなどできない。上記のような日本の刑事裁判におけるえん罪の歴史が，誤判を根絶させることの困難さ，あ
るいはその不可能を如実に示しているともいえる。

そうすると，誤判を正す適正な手続や制度の存在がえん罪被害からの回復・救済のための唯一の方途となるが，死刑執行はえん罪被害者の
誤判・えん罪からの救済の途を完全に閉ざすこととなる。

この点，足利事件の２年後に発生し同じく当時のＤＮＡ鑑定に疑問が指摘されていた飯塚事件についてみると，これは，２００６年９月の
死刑確定から２年後の２００８年１０月に死刑執行がなされたもので，再審請求の準備中であったといわれている。実際，執行後，遺族よ
り再審請求がなされている。

⑶　誤判・えん罪による死刑執行というこれ以上ない悲惨な人権侵害を防ぐには，死刑を廃止するほかにないのである。

４　死刑廃止は世界的潮流である

⑴　国連の死刑廃止の動向

「死刑廃止条約」（仮訳「死刑の廃止を目的とする『市民的及び政治的権利に関する国際規約』の第２選択議定書」）は，１９８９年１２
月，国連総会にて採択され，１９９１年７月に発効した。この第２選択議定書の採択に際し日本政府は，アメリカ，中国，イスラム諸国等
とともに反対票を投じ，その後現在に至るまで批准していない。

この第２選択議定書は，市民的及び政治的権利に関する国際規約（国際人権規約Ｂ規約）第６条で生命に対する権利が規定され，死刑廃止
が望ましい旨強く示唆されているのを受けたものである。その第１条第２項は，「各締約国は，その管轄内において死刑を廃止するための
あらゆる必要な措置をとらなければならない」と規定し，締約国に死刑廃止を義務付けている。締結国はヨーロッパ諸国などを中心に
２０１９年現在，８７か国に達している。

また，国連総会は，２０１８年１２月１７日，すべての死刑存置国に対し，死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止を求める7回目の死刑
執行停止決議案を，史上最多の支持を得て可決した。加盟１９３か国の内１２１か国が支持し，３５か国が反対し，３２か国が棄権した。
前回の２０１６年１２月には１１７か国が支持したが，決議の都度，賛成国が増えている。

⑵　死刑廃止国は１４２か国

死刑を全廃した国は，１９４０年代には８か国，１９７０年代には１３か国，２０００年には７５か国であった。２０１８年１２月末日現
在，すべての犯罪に対して死刑を全廃した国は１０６か国，通常犯罪のみに死刑を廃止した国は８か国，事実上死刑を廃止した国は２８か
国であった。死刑廃止は世界の潮流となっているということができる。



これに対し，死刑存置国は５６か国で，そのうち，１９９９年に死刑を執行した国は３１か国，２０１７年が２３か国であるのに対し，
２０１８年は２０か国に減少した。これには日本が含まれる。

５　犯罪被害者・遺族の被害回復ないし権利擁護の視点

犯罪被害者・遺族（以下「犯罪被害者等」という。）の中には，被害感情の発露として加害者に死刑を求める方がいる。そのような被害感
情を抱かれる方の心情は十分に理解できる。

本来，犯罪被害者等の精神的苦痛の緩和のみならず，犯罪被害遭遇後に犯罪被害者等が陥る経済的困窮からの回復を含め，犯罪によって損
なわれた平穏な生活を回復するための諸施策を構築することこそが，憲法２５条及び１３条に照らして，極めて重要な国及び地方公共団体
の責務である。

この点，２００４年に犯罪被害者基本法が制定され，同法に基づき，犯罪被害者等の被害回復・権利擁護の諸施策が図られてきた。しかし，
２０１７年日弁連第６０回人権大会決議でも指摘されるとおり，犯罪被害者給付金による補償水準は数次の改定によっても十分なものとは
言えず，賠償制度もその実効性に欠けるなど，犯罪被害者等への経済的補償は未だ諸外国の水準に比肩しうるものではない。また，犯罪被
害者等の生活に密着した幅広い支援に不可欠な地方公共団体による施策の点では，地域による格差が大きく，埼玉県でも犯罪被害者支援に
特化した条例制定は，県及び県内三市に留まるなど，未だ多くの課題が残されている。

犯罪被害者等の被害回復ないし権利擁護の問題は，死刑存廃の如何に関わらず，早急に取り組むべき人権課題として捉えることが重要と言
うべきである。

６　代替刑導入議論について

⑴　現行法上，死刑の次に重い刑罰は無期懲役であるが，「無期刑については１０年を経過した後，行政官庁の処分によって仮に釈放する
ことができる」とされている（刑法２８条）。このことから，死刑を廃止すると重大な罪を犯しても１０年で仮釈放されかねず，それでは
刑の均衡が著しく害されるとして，死刑の代替刑として仮釈放の可能性がない終身刑を設けるべきだとする議論がある。　

この点について日本弁護士連合会は，２０１９年１０月１５日，「死刑制度の廃止並びにこれに伴う代替刑の導入及び減刑手続制度の創設
に関する基本方針」を策定した。そこでは，死刑の廃止に伴い導入する刑罰の方向性について，①仮釈放のない終身刑を新たな最高刑とし
て導入するとともに，②仮釈放の可能性のない終身刑から，例外的に仮釈放の可能性のある無期刑に刑の変更を認める手続制度を設けるこ
とを目指す，としている。
　この基本方針は，被害者（遺族）の応報感情や市民の処罰感情を考慮し，死刑廃止への理解を促すとともに，仮釈放のない終身刑から仮
釈放のある無期刑への刑の変更を例外的に認める制度を設けることによって，憲法や人権諸条約上の疑義を解消しようとするものであり，
死刑制度廃止に伴う代替的措置として十分検討に値するものである。

⑵ 　もっとも，こうした制度を検討するにあたっては，現在の無期刑の仮釈放の実態を理解することも必要である。
　法務省の報告書によれば，２０１８年末に在所していた無期刑受刑者が１７８９人であるのに対し，同年中に仮釈放された無期刑受刑者
数は１０人である。しかも，そこには仮釈放取消後に再度の仮釈放を許された無期刑受刑者３人が含まれ，それを除く残る７人の平均受刑
期間は３０年を超えている。他方，同年中に死亡した無期刑受刑者数は２４人で，仮釈放が許可された人よりも受刑中に死亡した人の方が
はるかに多い。そして，このような無期刑受刑者に対する仮釈放の運用実態は，過去１０年程の間の同省報告書を見てもほぼ変わりない。



現在の日本では，無期刑が実質的に終身刑化していると指摘することができる。
　また，現行法上，受刑者には仮釈放の審理を求める権利はおよそ認められておらず，仮釈放を許可しない判断に対して審査請求をするこ
ともできない。
　死刑制度廃止に伴う新たな刑罰制度の検討をするにあたっては，現行の無期刑について，仮釈放の審理を求める権利やその是非を裁判所
が判断する制度を確立するとともに，不許可の判断に対する不服制度を認めることなどの制度改善や制度構築を同時に検討されなければな
らない。

⑶  　このように，死刑廃止を早期に実現するために，死刑の廃止に伴う新たな刑罰制度を検討することには十分に意義がある。しかし同
時に，現行の無期刑と仮釈放制度の運用実態の問題点を改善することも重要である。

７　結論

当会には，犯罪被害者等の被害感情を考慮し，死刑廃止を求める見解を総会決議として取り扱うことに反対する会員も存在する。

しかしながら死刑は，誤判・えん罪による無辜の生命侵害という耐え難い不正義を不可避的に内包する刑罰であり，個人の生命権という他
の諸人権享有の大前提となる根元的人権を剥奪する究極の人権侵害制度である。

かような制度の抜本的改善策としての死刑廃止を求める意見を，広く社会に向け総会決議として表明することは，人権擁護を使命とする弁
護士とその集合体である弁護士会の責務というべきであろう。

よって，当会は，すべての死刑確定者に対する執行を即時に停止し，死刑を廃止するための法的措置を直ちに講じることを求める。

２０２０年３月２６日

埼玉弁護士会臨時総会

川口美貴著　労働法　第４版
川口美貴先生の「労働法（第４版）」が信山社から刊行された。
３版の刊行が２０１９年３月であるから１年ほどでの４版出版であるが、この間の、ハラスメント関連法改正、パート・有期法、改正派遣
法、改正民法等の動向に対応して出版されたもので、最新のものとして安心して使えるのはありがたい。

ちなみに、川口先生のパートナーは労働弁護団の重鎮・古川景一弁護士であり、勝手に推測するに、この本には二人分の英知が満載である。
特長の一つに２頁の大目次に続き、２８頁の細目次がおかれていることがある。
自分の課題を検索する内に頭の整理が付くことにもなるだろう。
１１６０頁に及ぶが価格も５０００円に抑えられているので、事務所に１冊は置きたい書籍である。

https://saitamasogo.jp/archives/86591
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国連特別報告者の声明「新型コロナウィルス感染症に関して例外
はあってはならない： “すべての人は人命救助を受ける権利が
ある”」
国連特別報告者が、2020年3月26日、声明「新型コロナウィルス感染症に関して例外はあってはならない：  “すべての人は人命救
助を受ける権利がある”」を出しました。リンク及び全部は下記のとおりです。【拡散希望】
国連特別報告者は、国連人権理事会から任命され、政府や組織からは独立して、特定の国における人権状況等について調査・監視・報告・
勧告を行う専門家です。

政府は、風俗業など客の接待を伴う飲食業の関係者は、臨時休校で子どもの世話のために仕事を休んだ保護者向けの助成金制度の対象外と
していますが、特定の職業を差別し、子どもや親を危機に追い込むものであって許されません。

（弁護士　猪股　正）

リンクはこちら
（全文）
ジュネーブ(2020年3月26日)：国連の人権問題の専門家は、コロナウイルスの危機は、公の医療や緊急措置だけでは解決すること
が難しく、その他の人権問題についても積極的に議論されるべきであると述べた。  専門家は、「すべての人は、例外なく人命救助を受け
る権利をもち、そしてそれは政府の責任として義務付けられている。資源や公的または民間の保険が不足していることは、特定の患者集団
に対する差別を正当化する理由にしてはいけない。」と述べる。「すべての人は健康への権利をもつ。それは、障害を持つ人々、高齢者、
マイノリティーの集団、先住民族、国内避難民、極度の貧困状態にある人々、人口密度の高いところに住んでいる人々、居住型施設に住ん
でいる人々、留置所にいる人々、ホームレスの人々、移民や難民の人々、薬物依存の人々、LGBTやジェンダーの多様な人々、全てを含
み、これらの人々や集団は政府からの支援を受ける必要がある。」

「生物医化学の進歩は、健康への権利を実現するためには非常に重要である。しかし、同様に重要なものは、すべての人権である。差別の

https://saitamasogo.jp/archives/86585
https://saitamasogo.jp/archives/86585
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禁止、参加、エンパワメント、説明責任の原則など、これらは健康に関するすべての政策に適用されなければならない。」  国連の専門家
は、パンデミックを阻止するためWHOによって推奨されている対策を支持した。彼らは、国家に対して、公衆衛生システムに関わるすべ
てのセクター（予防と発見、治療と回復の全過程に関わるもの）に対し、強い決意を持って必要なリソースを配分するための行動を呼びか
けた。「しかし、この危機に対応するためには、それ以上のことが必要である。国家は、危機によって不相応に影響を受け、最もリスクに
さらされている人々に支援が行き届くように、追加の社会的保護措置を講じなければならない。」 と専門家は強調した。

「その中には、すでに社会的・経済的に不利な立場にあったり、さらなる介護の負担に耐えたり、性別による暴力のリスクが増大した中に
暮らしている女性を含む」専門家集団はアウトブレイクに対し勇敢に戦う世界中の医療従事者に感謝と賞賛を表明した。「彼らは膨大な仕
事量に直面し、自分の命をリスクにしながら、リソースが不十分な場合は、耐え難い倫理的なジレンマに直面することを強いられている。
医療従事者は政府やビジネス界、メディア、大衆全体から可能な限りのサポートが必要である。」
専門家は「COVID-19は深刻な世界規模の課題である」と言う。「しかしながら、これは普遍的な人権の原則を再び活性化するため
の警鐘でもある。これらの原則と科学的な知識への信頼は、フェイクニュースの流布や偏見、差別、不平等そして暴力に勝るべきである。
我々は前代未聞の課題に直面している。この危機に際し、特にビジネスセクターは人権義務を負う。協調的な多国間努力、連帯と相互信頼
があって初めて、我々はパンデミックを打ち負かし、より回復力をもち、成熟し、団結する。COCID-19のワクチンが発明されたら、
差別なく提供されなければならない。それまでの間、人権に基づくアプローチは健康への大規模な危機に対するもう一つの効果的な進路で
あることは既知のことである、と専門家は締めくくった。

健康への権利に関する特別報告者　Dainius Pūras
女性への暴力に関する特別報告者Dubravka Šimonović,
思想信条の自由に関する特別報告者Ahmed Shaheed
性的指向とジェンダー・アイデンティティーに関する独立専門家Victor Madrigal-Borloz
イランの人権状況に関する特別報告者Javaid Rehman
高齢者によるすべての人権の享受に関する独立専門家Rosa Kornfeld-Matte
水と公衆衛生への人権に関する特別報告者Léo Heller
真実・正義・賠償・再発防止保証の促進に関する特別報告者Fabian Salvioli,
マリの人権状況に関する特別報告者Alioune Tine
少数者問題に関する特別報告者Fernand de Varennes
人権と国際連帯に関する独立専門家Obiora Okafor
スーダンの人権状況に関する特別報告者Aristide Nononsi
人権と環境に関する特別報告者David R. Boyd
現代奴隷制に関する特別報告者Urmila Bhoola
アフリカ系の人々に関するワーキンググループAhmed Reid (Chair), Dominique Day, Michal
Balcerzak, Ricardo A. Sunga III, and Sabelo Gumedze,
発展の権利に関する特別報告者Saad Alfarargi,
先住民族の権利に関する特別報告者Victoria Tauli Corpuz,
民主的かつ公平な国際秩序の促進に関する独立専門家Livingstone Sewanyanan,
障害者の権利に関する特別報告者Catalina Devandas Aguilar



ミャンマーに関する特別報告者Yanghee Lee
女性差別に関するワーキンググループElizabeth Broderick (Vice Chair), Alda Facio,
Ms. Ivana Radačić, Meskerem Geset Techane (Chair), Melissa
Upreti,
中央アフリカ共和国の人権状況に関する独立専門家Yao Agbetse
1967年以降占領下のパレスチナの人権状況に関する特別報告者S. Michael Lynkthe
ハンセン病患者とその家族への差別撤廃に関する特別報告者Alice Cruz
拷問と非人道な扱いに関する特別報告者Nils Melzer
人権と環境に関する特別報告者　David R. Boyd
カンボジアの人権状況に関する特別報告者Rhona Smith
アルビニズムの人たちの人権の享受に関する独立専門家Ikponwosa Ero
エリトリアの人権状況に関する特別報告者Daniela Kravetz
表現の自由に関する特別報告者David Kaye
べラルースの人権状況に関する特別報告者Anais Marin,
多国籍企業と人権に関するワーキンググループGithu  Muigai  (Chair),  Anita  Ramasastry
(Vice-chair), Dante Pesce, Elzbieta Karska, and Surya Deva
集会結社の自由に関する特別報告者Clément Voule,
反テロに関する特別報告者Fionnuala D. Ní Aoláin
人権擁護者の状況に関する特別報告者Michel Forst
国内避難民の人権に関する特別報告者Cecilia Jimenez-Damary
恣意的拘禁に関するワーキンググループJosé Antonio Guevara Bermúdez (Chair), Leigh
Toomey (Vice-Chair on Communications), Elina Steinerte (Vice-
Chair on Follow-up), Seong-Phil Hong and Sètondji Adjovi
失踪に関するワーキンググループ　Luciano A. Hazan (Chair), Tae-Ung Baik (Vice-
chair),  Houria  Es-Slami,  Henrikas  Mickevičius,  Bernard
Duhaime,
人種主義と人種差別に関する特別報告者E. Tendayi Achiume
文化的権利に関する特別報告者Karima Bennoune
ソマリアの人権状況に関する独立専門家Bahame Nyanduga,
こどもの性的搾取に関する特別報告者Maud de Boer-Buquicchio

英語原
文https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
和訳文責：藤田早苗と翻訳チーム



【日弁連】検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国
家公務員法等の一部を改正する法律案に反対する会長声明
日弁連は、２０２０年（令和２年）４月６日、「検事長の勤務延長に関する閣議決定の撤回を求め、国家公務員法等の一部を改正する法律
案に反対する会長声明」を公表しました。
黒川検事長の勤務延長に関する政府の決定は、明らかに違法であり、政府は違法行為を正当化するために法改正を行おうとしています。
「法の支配」を揺るがす深刻な事態であり、コロナ災害に隠れ、このような暴挙が行われることは許されません。
以下、日弁連の会長声明の全文です。

政府は、本年１月３１日の閣議において、２月７日付けで定年退官する予定だった東京高等検察庁検事長について、国家公務員法（以下
「国公法」という。）第８１条の３第１項を根拠に、その勤務を６か月（８月７日まで）延長する決定を行った（以下「本件勤務延長」と
いう。）。

しかし、検察官の定年退官は、検察庁法第２２条に規定され、同法第３２条の２において、国公法附則第１３条の規定により、検察官の職
務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとされており、これまで、国公法第８１条の３第１項は、検察官には適用されてい
ない。

これは、検察官が、強大な捜査権を有し、起訴権限を独占する立場にあって、準司法的作用を有しており、犯罪の嫌疑があれば政治家をも
捜査の対象とするため、政治的に中立公正でなければならず、検察官の人事に政治の恣意的な介入を排除し、検察官の独立性を確保するた
めのものであって、憲法の基本原理である権力分立に基礎を置くものである。

したがって、国公法の解釈変更による本件勤務延長は、解釈の範囲を逸脱するものであって、検察庁法第２２条及び第３２条の２に違反し、
法の支配と権力分立を揺るがすものと言わざるを得ない。

さらに政府は、本年３月１３日、検察庁法改正法案を含む国公法等の一部を改正する法律案を通常国会に提出した。この改正案は、全ての
検察官の定年を現行の６３歳から６５歳に段階的に引き上げた上で、６３歳の段階でいわゆる役職定年制が適用されるとするものである。
そして、内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるときは、役職定年を超
えて、あるいは定年さえも超えて当該官職で勤務させることができるようにしている（改正法案第９条第３項ないし第５項、第１０条第２
項、第２２条第１項、第２項、第４項ないし第７項）。

しかし、この改正案によれば、内閣及び法務大臣の裁量によって検察官の人事に介入をすることが可能となり、検察に対する国民の信頼を
失い、さらには、準司法官として職務と責任の特殊性を有する検察官の政治的中立性や独立性が脅かされる危険があまりにも大きく、憲法
の基本原理である権力分立に反する。

よって、当連合会は、違法な本件勤務延長の閣議決定の撤回を求めるとともに、国公法等の一部を改正する法律案中の検察官の定年ないし
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勤務延長に係る特例措置の部分に反対するものである。

２０２０年（令和２年）４月６日
日本弁護士連合会
会長　荒　　　中

営業時間変更のお知らせ
４月６日（月）より、平日の営業時間を９：００から１６：３０までといたします。
みなさま方にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

非正規労働者の権利実現全国会議による「新型コロナウイルスに
よる仕事・雇用への影響について」の緊急アンケートにご協力く
ださい。
非正規労働者が、新型コロナウィルス感染症の流行に伴ってどのような影響を受けているか、当事者の声を直接集めて、政府に対して有効
な対策を講じるよう意見書を公表するなどの活動につなげるため、非正規労働者の権利実現全国会議が、緊急アンケートを実施しておりま
す。

非正規労働者のみなさま、新型コロナウイルスによる仕事・雇用への影響についてお聞かせください。

アンケートはこちらから。
↓↓↓
https://bit.ly/2UcsxWA

非正規労働者の権利実現全国会議のホームページ
http://www.hiseiki.jp/index.php

当事務所の弁護士　猪股正は、非正規労働者の権利実現全国会議のメンバーです。

https://saitamasogo.jp/archives/86581
https://saitamasogo.jp/archives/86572
https://saitamasogo.jp/archives/86572
https://saitamasogo.jp/archives/86572
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiH7NZH2Bh3MyTudZVgW74OO3SVvJuMZopOjdGBcv0SpsEoA/viewform
http://www.hiseiki.jp/index.php
https://saitamasogo.jp/inomatatadashi


新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み貸与型奨学金の返還期限
の猶予を求める緊急声明

新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み
貸与型奨学金の返還期限の猶予を求める緊急声明

奨学金問題対策全国会議は、高額な学費と奨学金の返済に苦しむ人たちの相談・救済活動を行いながら、学費と奨学金制度の改善を求めて
活動を続けている民間団体である。
今般、新型コロナウイルス感染症の市民生活への甚大な影響に鑑み、文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構に対し、以下の対策を
求める。

 

声明の趣旨
1.貸与型奨学金の全ての借主・連帯保証人・保証人に対し、今後、最低１年以上の期間、一律に返還期限を猶予すること。

2.どうしても一律に返還期限の猶予ができない場合には、返還期限猶予制度の利用基準を大幅に緩和し、必要な人がもれなく返還期限の
猶予が受けられるようにすること。

その際、特に、以下の点に留意すること。
(1)返還期限猶予制度を利用するための現在の所得基準（年収３００万円以下、年間所得２００万円以下）を大幅に緩和すること。

(2)延滞があることによって、返還期限猶予制度の利用を制限しないこと。

(3)所得、病気、障害等について厳格な証明資料を求めず、本人の申告も含め、柔軟に対応すること。

(4)学資金の借主・連帯保証人・保証人の全てに対し、大幅に利用基準を緩和した返還期限猶予制度を個別に周知するとともに、利用を
促すこと。

(5)相談体制を人的・物的に拡充・整備し、簡易な手続で迅速に返還期限の猶予が受けられるようにすること。

(6)新型コロナウイルスによる市民の経済生活、社会生活への影響が消滅したことが確認されるまでの間、
今後利用する返還期限猶予制度の期間は、現在の利用可能期間である１０年に算入しないこと。
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声明の理由
1.新型コロナウイルスが市民生活に甚大な影響を与えている。
政府が、新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、小中高の休校措置等を要請したことを受け、地方自治体や企業、民間団体・個人
が、文化やスポーツはじめ各種イベントの中止、時差出勤や在宅勤務の奨励、パート・期間労働者等への出社の自粛要請など、経済活動の
制約を中心とした前代未聞の「自粛」の流れが日に日に大きくなっている。こうした中で、賃金水準の低い勤労者、パートや期間労働者な
ど広範な人々の賃金等が減収となり、零細な飲食店・サービス業等は売上激減・開店休業状態に追い込まれ、新卒者の内定が取り消される
など、人々は生活苦の増大に加え、先行き不安な状態に置かれている。
このような状況の中、学資金の返済に困難を来す人が急増し、影響の拡大につれて今後も増加し続けることが予測されるところ、これに対
して、返還困難者の救済制度としてはもともと不十分な従来の「返還期限の猶予制度」等で対応するには限界がある。

2.新型コロナウイルスの市民生活への影響は甚大であり、その影響は、一部の人に止まらず、全市民に及んでおり、その実態を正しく把
握することは困難である。今後、その影響がいつまで、どの程度、どのような形で続くのかを予想することは更に困難である。
このことに照らせば、返還困難者の実態を正しく把握した上で個別の救済を行おうとしても、事態への対応に限界があることは明らかであ
り、大規模かつ十分な対策が遅れれば、事後的対応では取り返しのつかない事態が生ずる危険がある。
よって、何よりも緊急の対応として、まずは、全ての学資金の借主・連帯保証人・保証人に対し、少なくとも１年以上の期間、無条件に返
済を猶予すべきである。

3.どうしても、そのような一律の対応が困難である場合には、新型コロナウイルスが多くの市民の生活に甚大な影響を及ぼしていること
に鑑み、返済困難に陥った人が救済から漏れることのないようにする対策を至急行うべきである。
それには、返還期限猶予制度の利用条件を大幅に緩和するとともに、制度の利用のために延滞の解消を求めるなど返還困難以外の事由に基
づく従来の利用制限を撤廃し、救済制度の周知を徹底させ、受入れ体制の拡充、利用手続の簡素化を行い、あわせて、今回の特別の事態に
よる救済制度の利用が、将来の救済制度の利用に不利益・制限をもたらさないようにする必要がある。そのため、声明の趣旨２項記載の各
対策を求める。

独立行政法人日本学生支援機構　御中

２０２０年３月１９日

奨学金問題対策全国会議
共同代表　　大　　内　　裕　　和
共同代表　　伊　　東　　達　　也
事務局長　　岩　　重　　佳　　治

 

「新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み貸与型奨学金の返還期限の猶予を求める緊急声明」
https://syogakukin.zenkokukaigi.net/
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